
令和７年４月作成



令和７年４月1日現在

※使い切っていない状態の使い捨てライターなどが原因で、パッカー車が炎上することが
　ありますので、必ず最後まで使い切った状態で粗大ごみとして出してください。
※水銀を使用した体温計、温度計、血圧計に限り、役場（住民課生活環境係）の窓口で回収します。



公共施設：田尻町役場（住民課生活環境係）、ふれ愛センター、公民館

※申請方法や、対象となる者、減免内容などの詳細は、住民課生活環境係にお問合せください。



容器包装プラスチックは、市販の無色透明の袋（45㍑程度の大きさ）に入れて、1ページに記載されている指定
曜日（週1回）に、おうちの前に出してください。







詳しくは、住民課生活環境係にお問合せください。







役場（住民課生活環境係）

（令和７年４月１日現在）

無色透明の４５㍑のビニール袋
１袋につめれば、１袋500円

乾電池、蛍光管などは
無色透明の小袋に

入れて横に出してください。



住民課生活環境係

（申込先：住民課生活環境係 TEL.072-466-5005）電話申込みによる有料収集

「粗大・不燃ごみ」の申込みは、１世帯月1回５点までです。（次回の申込みは３０日以上あけてください。）
われものや先のとがったものは、厚紙に包み「われもの」などと記入するか、無色透明の袋にまとめて
詰めて、他の粗大ごみといっしょに粗大・不燃ごみ専用１０㍑指定袋や無色透明の４５㍑のビニール袋へ
入れてください。ビニール袋が破れそう場合は、補助的にみかん箱程度の段ボール箱に、ビニール袋を
入れてください。粗大ごみ処理券は、ビニール袋に貼ってください。
乾電池、蛍光管（電球含む）、ライターは他の粗大ごみと分別して、それぞれ無色透明の袋に詰めて、出
してください。（蛍光管は２０本まで）
長い直管蛍光管は、収集員が軽く積み込みできるように束ねて、ひもでしばってください。



住民及び田尻町内の事業者が、田尻町内で出た「可燃ごみ」や「粗大・不燃ごみ」などの“ごみ焼却場”（泉佐
野市田尻町清掃施設組合第二営業所）に自動車で直接搬入することができます。
搬入に際しては、役場（住民課生活環境係）で発行する「搬入証明書」（発行は無料）が必要です。搬入証明書
の発行は、平日午前８時４５分から午後５時１５分までです。（土日祝休日は発行しておりません。）



まず購入した販売店や買い替えの販売店にご相談ください。
販売店での処分が困難な場合は、郵便局にある家電リアサイクル券を購入し、処分する製品と一緒に、指定
取引所へ搬入してください。搬入方法は、ご自身で運搬する、もしくは町に運搬を依頼する（手数料として、
１品につき、3,000円が必要）の方法があります。指定取引所等の詳細については、住民課生活環境係にお
問合せください。



電池は抜く（注１）



水銀を使用しているものは役場（住民課生活環境係窓口）で回収します

電動ベッドはモーターの直径が１m×２mまでのものに限る

充電電池、バッテリーは役場（住民課生活環境係窓口）で回収します

電池は抜く（注１）

電化製品、おもちゃなどの電池やバッテリーは抜いてください。また、乾電池やボタン電池は無色透明の袋に入れてください。バッテリーや充電
電池は取扱店に処理を依頼するか、役場（住民課生活環境係）窓口までお持ちください。
乾電池、蛍光管（電球含む）、ライターを他のごみと一緒に排出する際はそれぞれ無色透明の袋に入れて横にして出してください。



田尻町
住民部　住民課生活環境係


